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介護職員処遇改善加算算定

対象事業所 管理者 様

笠岡市健康福祉部長寿支援課

令和６年度介護職員処遇改善加算の届出等について

平素から本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜りまして厚く御礼を申し

上げます。

さて，介護職員処遇改善加算を算定する場合，加算の届出を毎年度指定権者

に行う必要があります。

つきましては，令和６年度分の届出を令和６年４月１５日（月）までにお願

いします。

届出様式及び注意事項につきましては，下記ホームページをご覧ください。

【笠岡市長寿支援課ホームページ】

令和 6年度の介護職員処遇改善加算の計画書の提出について

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/21/56690.html

※書類の補正等が必要な場合もありますので，なるべく早めに提出してくださ

い。

【提出先・問合せ先】

笠岡市役所健康福祉部長寿支援課 介護事業者指導係

電話 （０８６５）６９－２１３９

ＦＡＸ（０８６５）６９－２１８０


